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中間財務諸表

中間貸借対照表 (単位：百万円)

科　　　　目 2024年度中間期末
(2024年９月30日)

2025年度中間期末
(2025年９月30日)

（資　産　の　部）
現 金 預 け 金 76,153 91,096
金 銭 の 信 託 1,001 1,007
有 価 証 券 306,589 310,658
貸 出 金 740,451 735,821
外 国 為 替 747 865
そ の 他 資 産 7,770 4,295

そ の 他 の 資 産 7,770 4,295
有 形 固 定 資 産 15,829 15,487
無 形 固 定 資 産 501 682
前 払 年 金 費 用 721 913
繰 延 税 金 資 産 1,829 1,509
支 払 承 諾 見 返 1,738 2,061
貸 倒 引 当 金 △　12,412 △　12,348
資 産 の 部 合 計 1,140,921 1,152,050

（負　債　の　部）
預 金 1,018,740 1,016,680
譲 渡 性 預 金 6,300 17,200
借 用 金 48,423 56,378
外 国 為 替 0 －
そ の 他 負 債 8,523 7,917

未 払 法 人 税 等 255 238
リ ー ス 債 務 26 15
そ の 他 の 負 債 8,241 7,662

賞 与 引 当 金 403 399
睡眠預金払戻損失引当金 95 79
株 式 報 酬 引 当 金 54 29
再評価に係る繰延税金負債 1,512 1,557
支 払 承 諾 1,738 2,061
負 債 の 部 合 計 1,085,792 1,102,302

（ 純 資 産 の 部）
資 本 金 15,444 15,444
資 本 剰 余 金 10,309 10,294

資 本 準 備 金 7,651 7,651
そ の 他 資 本 剰 余 金 2,658 2,643

利 益 剰 余 金 28,414 28,104
利 益 準 備 金 1,406 1,480
そ の 他 利 益 剰 余 金 27,007 26,623

圧 縮 記 帳 積 立 金 237 234
繰 越 利 益 剰 余 金 26,770 26,389

自 己 株 式 △　　  169 △　　  131
株 主 資 本 合 計 53,998 53,711
その他有価証券評価差額金 △　  2,032 △　  7,056
土 地 再 評 価 差 額 金 3,134 3,089
評 価 · 換 算 差 額 等 合 計 1,102 △　  3,967
新 株 予 約 権 28 2
純 資 産 の 部 合 計 55,129 49,747
負債及び純資産の部合計 1,140,921 1,152,050

　

中間損益計算書 (単位：百万円)

科　　　　目 (2024年4月  1日から
2024年9月30日まで)
2024年度中間期

　
(2025年4月  1日から
2025年9月30日まで)
2025年度中間期

　
経 常 収 益 9,542 9,889

資 金 運 用 収 益 6,739 7,611
( う ち 貸 出 金 利 息 ) (4,854) (5,379)
(うち有価証券利息配当金) (1,825) (2,045)

役 務 取 引 等 収 益 1,191 1,060
そ の 他 業 務 収 益 591 39
そ の 他 経 常 収 益 1,020 1,178

経 常 費 用 8,259 9,318
資 金 調 達 費 用 209 1,177

( う ち 預 金 利 息 ) (198) (1,006)
役 務 取 引 等 費 用 635 645
そ の 他 業 務 費 用 1,414 606
営 業 経 費 5,765 5,805
そ の 他 経 常 費 用 234 1,083

経 常 利 益 1,282 570
特 別 損 失 33 62
税 引 前 中 間 純 利 益 1,249 508
法人税、住民税及び事業税 277 214
法 人 税 等 調 整 額 67 116
法 人 税 等 合 計 345 331
中 間 純 利 益 903 177

　

　当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前中間会計期間（自2024年４月１日　至2024年９
月30日）の中間財務諸表及び当中間会計期間（自2025年４月１日　至2025年９月30日）の中間財務諸表につい
て、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
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中間株主資本等変動計算書 （単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本
剰余金

資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計圧縮記帳

積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 15,444 7,651 2,658 10,309 1,363 237 26,109 27,710
当中間期変動額

剰余金の配当 42 △　　254 △　　212
中間純利益 903 903
自己株式の取得
自己株式の処分 － －
圧縮記帳積立金の取崩 － － －
土地再評価差額金の取崩 11 11
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計 － － － － 42 － 661 703
当中間期末残高 15,444 7,651 2,658 10,309 1,406 237 26,770 28,414

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計自己株式 株主資本合計 その他有価証券

評価差額金
土地再評価

差額金
評価・換算
差額等合計

当期首残高 △　　169 53,294 △　　239 3,146 2,907 28 56,230
当中間期変動額

剰余金の配当 △　　212 △　　212
中間純利益 903 903
自己株式の取得 △　　　0 △　　　0 △　　　0
自己株式の処分 － － －
圧縮記帳積立金の取崩 － －
土地再評価差額金の取崩 11 11
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） △　1,792 △　　11 △　1,804 － △　1,804

当中間期変動額合計 △　　　0 703 △　1,792 △　　11 △　1,804 － △　1,101
当中間期末残高 △　　169 53,998 △　2,032 3,134 1,102 28 55,129

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本
剰余金

資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計圧縮記帳

積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 15,444 7,651 2,658 10,309 1,438 237 26,463 28,139
当中間期変動額

剰余金の配当 42 △　　254 △　　211
中間純利益 177 177
自己株式の取得
自己株式の処分 △　　15 △　　15
圧縮記帳積立金の取崩 △　　　3 3 －
土地再評価差額金の取崩 － －
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計 － － △　　15 △　　15 42 △　　　3 △　　73 △　　34
当中間期末残高 15,444 7,651 2,643 10,294 1,480 234 26,389 28,104

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計自己株式 株主資本合計 その他有価証券

評価差額金
土地再評価

差額金
評価・換算
差額等合計

当期首残高 △　　206 53,686 △　8,523 3,134 △　5,389 28 48,325
当中間期変動額

剰余金の配当 △　　211 △　　211
中間純利益 177 177
自己株式の取得 △　　　0 △　　　0 △　　　0
自己株式の処分 75 59 59
圧縮記帳積立金の取崩 － －
土地再評価差額金の取崩 － －
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） 1,466 △　　44 1,422 △　　25 1,396

当中間期変動額合計 75 25 1,466 △　　44 1,422 △　　25 1,421
当中間期末残高 △　　131 53,711 △　7,056 3,089 △　3,967 2 49,747

2024年度中間期（2024年４月１日から2024年９月30日まで）

2025年度中間期（2025年４月１日から2025年９月30日まで）
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建　物：39年～50年
その他： 5年～10年

破綻先　　：破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生
している債務者

実質破綻先：破綻先と同等の状況にある債務者
破綻懸念先：現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻

に陥る可能性が大きいと認められる債務者
要注意先　：貸出条件に問題がある債務者、履行状況に問題

がある債務者、業況が低調ないし不安定な債務
者又は財務内容に問題がある債務者など今後の
管理に注意を要する債務者

要管理先　：要注意先のうち、条件緩和債権又は三月以上延
滞債権を有する債務者

正常先　　：業績が良好で財務状況にも特段の問題がない債
務者

2025年度中間期注記事項
(重要な会計方針)

1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法
　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算
定）により行っております。

2. 有価証券の評価基準及び評価方法
（1） 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均

法による償却原価法（定額法）、子会社株式については移動平
均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原
価は移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等に
ついては移動平均法による原価法により行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直
入法により処理しております。

（2） 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において
信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法によ
り行っております。

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

4. 固定資産の減価償却の方法
（1） 有形固定資産（リース資産を除く）

　有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に
取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１
日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）
を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上して
おります。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

（2） 無形固定資産
　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自
社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間
（５年）に基づいて償却しております。

（3） リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資
産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法に
より償却しております。なお、残存価額については、リース契
約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、そ
れ以外のものは零としております。

5. 引当金の計上基準
（1） 貸倒引当金

　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、以下
に定める債務者区分に応じて、次のとおり計上しております。

①　破綻先に係る債権及び実質破綻先に係る債権について
は、次のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額
から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込
額を控除し、その残額を計上しております。なお、破綻先
及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、
債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認め
られる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額か
ら直接減額しており、その金額は2,280百万円でありま
す。

②　破綻懸念先及び要管理先で与信額が一定額以上の大口債
務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキ
ャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権に
ついては、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前
の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額
を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）に
より計上しております。

③　上記②以外の破綻懸念先に係る債権については、債権額
から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額
を控除した残額に予想損失率を乗じた額を貸倒引当金とし
て計上しております。なお、予想損失率については、過去
の一定期間における貸倒実績率の平均値に基づいた損失率
と景気循環サイクル等を勘案した損失率を比較し、将来見
込み等を考慮して算定しております。

④　上記②以外の要管理先に係る債権については、過去の一
定期間における貸倒実績率の平均値に基づいた損失率をも
とに、将来見込み等を考慮した予想損失率により貸倒引当
金を計上しております。

過去勤務費用　　：発生年度に一括損益処理
数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数（５年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発
生の翌事業年度から損益処理

⑤　正常先及び要注意先に係る債権については、過去の一定
期間における貸倒実績率の平均値に基づいた損失率をもと
に、将来見込み等を考慮した予想損失率により貸倒引当金
を計上しております。

(注) 1 貸倒引当金の算定におけるグルーピング
　上記の債務者区分に加えて、正常先は２区分（遠隔
の特定地域の正常先のうち信用格付が低位の先（特定
地域の正常先）、それ以外の正常先）、要注意先は３
区分（経営改善計画等により債務者区分の判定を行っ
ている債務者（計画要注意先）、遠隔の特定地域の要
注意先（特定地域の要注意先）、それ以外の要注意
先）にそれぞれグルーピングしております。

2 今後の予想損失額を見込む一定期間
　破綻懸念先、要管理先及び要注意先のうち計画要注
意先は３年、それ以外の要注意先（特定地域の要注意
先を含む）及び正常先は１年としております。

　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関
連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監
査部署が査定結果を監査しております。

（2） 賞与引当金
　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業
員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属す
る額を計上しております。

（3） 退職給付引当金
　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業
年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上
しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付
見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法につい
ては給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及
び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

（4） 睡眠預金払戻損失引当金
　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金につい
て、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応
じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しておりま
す。

（5） 株式報酬引当金
　株式報酬引当金は、当行の取締役（社外取締役を除く）への
将来の当行株式の交付に備えるため、株式交付規程に基づき、
ポイントに応じた株式の給付見込額を基礎として、当中間会計
期間末までに発生していると認められる額を計上しておりま
す。

6. 重要な収益及び費用の計上基準
　当行の顧客との契約から生じる収益は、主に「預金・貸出業務」
「為替業務」「証券関連業務」による役務の提供に対する収益等か
ら構成されており、顧客への役務提供時点等において当行の履行義
務が充足されると判断しており、当該時点等で収益を認識しており
ます。

7. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建資産・負債については、中間決算日の為替相場による円換
算額を付しております。

8. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（1） 退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処
理の方法は、中間連結財務諸表における会計処理の方法と異な
っております。

（2） 消費税等の会計処理
　有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の
費用に計上しております。

（3） 投資信託の解約・償還損益
　投資信託の解約・償還損益は、銘柄ごとに集計し、益の場合
は「有価証券利息配当金」、損の場合は「その他業務費用」中
の国債等債券償還損にて計上しております。

（4） 株式配当金
　株式の配当金は、その支払を受けた日の属する事業年度に計
上しております。

（5） 外貨建その他有価証券の換算差額の処理
　外貨建その他有価証券の換算差額は、外国通貨による時価の
変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の差額について
は為替差損益として処理しております。

(追加情報)
(取締役に対する業績連動型株式報酬制度)

　中間連結財務諸表「注記事項（追加情報）」に同一の内容を記載し
ているため、注記を省略しております。
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財務諸表

株式 518百万円
組合出資金 495百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 4,320百万円
危険債権額 25,003百万円
要管理債権額 778百万円
　三月以上延滞債権額 －
　貸出条件緩和債権額 778百万円
小計額 30,102百万円
正常債権額 720,575百万円
合計額 750,677百万円

1,284百万円

有価証券 81,792百万円
計 81,792百万円

預金 463百万円
借用金 56,000百万円
その他の負債 16百万円

有価証券 6,915百万円
現金預け金 18百万円

中央清算機関差入証拠金 1,500百万円
敷金保証金 238百万円
その他の保証金 1,016百万円

(中間貸借対照表関係)
1. 関係会社の株式及び出資金の総額

2. 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく
債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間貸借対照表の「有
価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部に
ついて保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募
（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外
国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返
の各勘定に計上されるものであります。

　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生
手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥って
いる債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財
政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び
利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれ
らに準ずる債権に該当しないものであります。
　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日
から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ず
る債権並びに危険債権に該当しないものであります。
　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを
目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権
放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生
債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に
該当しないものであります。
　正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない
ものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三
月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債
権であります。
　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

3. 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引とし
て処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は
（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、
その額面金額は次のとおりであります。

4. 担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

担保資産に対応する債務

　上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入
れております。

　また、その他の資産には、中央清算機関差入証拠金、敷金保証金
及びその他の保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおり
であります。

　

　融資未実行残高 185,803百万円
　　うち原契約期間が１年以内のもの 183,686百万円　　(又は任意の時期に無条件で取消可能なもの)

２条第３項）による社債に対する保証債務の額 12,580百万円

株式等売却益 940百万円
償却債権取立益 181百万円
金銭の信託運用益 3百万円

有形固定資産 292百万円
無形固定資産 72百万円

貸倒引当金繰入額 572百万円
株式等売却損 228百万円
貸出金償却 167百万円
株式等償却 68百万円

子会社株式及び出資金 1,014百万円
関連会社株式及び出資金 －
合計 1,014百万円

5. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客
からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件につ
いて違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する
契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりで
あります。

　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するもので
あるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッ
シュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の
多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があ
るときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額
の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、
契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求する
ほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業
況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を
講じております。

6. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第

(中間損益計算書関係)
1. その他経常収益には、次のものを含んでおります。

2. 減価償却実施額は次のとおりであります。

3. その他経常費用には、次のものを含んでおります。

(有価証券関係)
　市場価格のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
（注）市場価格のない子会社株式等及び関連会社株式等の中間貸借対

照表計上額

(収益認識関係)
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、中
間連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）」に同一の内容を記載して
いるため、注記を省略しております。

(重要な後発事象)
　該当事項はありません。
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